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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波フェーズドアレイを使用して空間合成を行う方法であって、当該方法は以下を有
する、
　　超音波フェーズドアレイを用いて、仮想の曲面アレイに対応する少なくとも１つの仮
想の頂点と少なくとも１つの仮想の曲率半径とをシミュレートし、
　　前記超音波フェーズドアレイを用いて、送信かつ受信された超音波ビームからのデー
タを収集し、
　　曲面アレイ用の計算を使用して前記収集されたデータの処理を行い、ここで、前記曲
面アレイの頂点と曲率半径とは、それぞれ、前記シミュレートされた仮想の頂点と仮想の
曲率半径とによって置き換えられ、
　　前記演算された仮想の頂点と演算された仮想の曲率半径とを用いて、前記収集された
データに処理に基づいて、画像データを生成する。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、更に以下を含む、
　前記フェーズドアレイの実スキンラインより手前の領域に関係する一部の収集されたデ
ータを破棄する。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記仮想の曲面アレイの仮想スキンラインは、前記フ
ェーズドアレイの実スキンラインに接する。
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【請求項４】
　請求項２に記載の方法であって、前記収集されたデータの処理は、合成を含む。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記合成は、空間合成を含む。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記空間合成は走査変換を行う前のビームデータに対
して行われる。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法であって、前記収集されたデータの一部は、合成の後であって表
示の前に破棄される。
【請求項８】
　請求項４に記載の方法であって、前記破棄は以下を含む、
　前記実スキンラインより手前の領域から得られた合成データを削除する。
【請求項９】
　請求項５に記載の方法であって、前記空間合成は、被写体内へ送信した、及び／又は前
記被写体から受信した画像形成レイを利用し、前記空間合成は以下を含む、
　　１つの画像フレーム内の前記レイの順序を調整し、
　　特定の複数のレイのシーケンスを調節し、前記被写体内の所望の関心領域の方向に向
くように、共通フレームの異なるレイ間における最適時間差の配置を動かす。
【請求項１０】
　請求項２に記載の方法であって、前記半径は、前記フェーズドアレイの形状因子、所望
の視野、レイの数、のうちの少なくとも二つに基づいて設定される。
【請求項１１】
　超音波画像を作り出すためのシステムであって、当該システムは以下を有する、
　　被写体を貫通する超音波レイを送信かつ受信するよう構成された超音波フェーズドア
レイの走査ヘッド、ここで、前記レイは、フェーズドアレイのフォーマットで制御されて
、仮想の曲面アレイに対応する仮想の頂点と仮想の曲率半径とをシミュレートする、そし
て、
　　曲面アレイ用の計算を使用して合成を行うように構成されたプロセッサ、ここで、曲
面アレイの頂点と曲率半径とは、それぞれ、前記仮想の頂点と仮想の曲率半径とによって
置き換えられる。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムであって、前記プロセッサは、更に、前記フェーズドアレ
イの実スキンラインより手前の領域から生じるデータに関係する合成データを破棄するこ
とができる。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のシステムであって、前記仮想の曲面アレイの仮想スキンラインは、
前記実スキンラインに接している。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のシステムであって、前記合成は、画素空間変換に従って、走査デー
タの生成をもたらす。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムであって、前記データは、表示の前に破棄される。
【請求項１６】
　請求項１３に記載のシステムであって、前記合成は、空間合成を含む。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のシステムであって、前記空間合成は、被写体内へ送信した、及び／
又は前記被写体から受信した画像形成レイを利用し、前記空間合成は以下を含む、
　　１つの画像フレーム内の前記レイの順序を調整し、
　　特定の複数のレイのシーケンスを調節し、前記被写体内の所望の関心領域の方向に向
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くように、共通フレームの異なるレイ間における最適時間差の配置を動かす。
【請求項１８】
　請求項１３に記載のシステムであって、前記仮想の半径は、前記フェーズドアレイの形
状因子、所望の視野、レイの数、のうちの少なくとも二つに基づいて設定される。
【請求項１９】
　請求項１３に記載のシステムであって、更に以下を含む、
　　特定の複数のレイの発射シーケンスを調節し、前記被写体内の所望の関心領域の方向
に向くように、共通フレームの異なるレイ間における最適時間差の配置を動かす。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のシステムであって、更に以下を含む、
　前記共通フレーム内において、少なくとも１つの前記レイの発射角度を調節する。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のシステムであって、前記調節は、各前記レイを垂線から特定の角度
にステアリングすることを含む。
【請求項２２】
　被写体内の動いている標的の画像を提供する方法であって、当該方法は以下を有する、
　　走査ヘッドを前記被写体に近接して位置合わせし、ここで、前記走査ヘッドはフェー
ズドアレイとして作動するように構成されている、
　　前記走査ヘッドは、さらに、演算された仮想の曲面アレイを用いて曲面アレイをシミ
ュレートするように構成されている、ここで、前記曲面アレイは演算された仮想の頂点と
演算された仮想の曲率半径とを有する、
　　選択された設置位置で前記被写体内にエネルギを送信し、ここで、前記エネルギは、
あたかも、それが前記仮想の頂点から発して、前記仮想の半径に沿った複数の点の組から
外側に広がるように向けられる、
　　前記走査ヘッドを介して前記動いている標的から戻る反射エネルギを受けとり、
　　前記反射エネルギを空間的に合成し、
　　前記合成された反射エネルギをユーザへの提示のために画像へとプロットする。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法であって、更に以下を含む、
　前記空間的に合成された反射エネルギの一部を破棄する。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、前記破棄部分は、前記被写体の実スキンラインより
手前に位置すると演算された前記送信エネルギの部分によってあらわされる部分である。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の方法であって、前記仮想の曲面アレイは、前記フェーズドアレイの
形状因子、所望の視野、レイの数に基づく。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、超音波撮像、より詳しくは、リニアアレイ、より具体的にはフェーズドアレ
イ（位相配列）を利用した空間合成のためのシステム及び方法に関連する。
【０００２】
　本出願は、「最適化空間-時間サンプリングのためのシステムと方法」と題する２００
７年５月１６日出願の米国特許出願第１１／７４９，３１９号に関連しており、その開示
内容は、参照することにより本願に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　空間合成は異なる角度で得られた複数のビューをコンパイルすることによって超音波画
像を作り出す方法である。各ビューは、角度の異なる複数の視線から得られる。これは走
査ヘッド面に対して鉛直な単一の視線を利用していた従来の超音波撮像から一線を画して
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いる。複数の角度からのビューを組み合わせて単一の画像を作り出し、それによって実組
織情報（real-tissue information）を補強するとともに、ランダム・アーチファクト（r
andom artifacts）を抑制する。空間合成によって、スペックル・ノイズ・アーチファク
ト（speckle noise artifacts）、シャドーイング・アーチファクト及び画像劣化アーチ
ファクトが減少した。更に、そのような合成（合成撮像としても知られる）によってコン
トラスト解像度、ニードル可視化、組織コントラスト解像度、微細構造描写、インターフ
ェース／境界連続性及び側方エッジ検出が改善される。
【０００４】
　前記最初の文献では、この技術を合成撮像と称した。多くの会社が現在この技術を使用
しているが、彼らはこれを、Sono CT, CrossBeam Imaging及び空間合成、などといった様
々な名前で呼んでいる。
【０００５】
　いくつかのシステムは、送信ビームステアリングと受信ビームステアリングとの両方か
らの情報を処理して複数の視野角からの画像を作り出す方法を使用している。これら複数
の画像を、アラインメント（整列）し、組み合わせて１つの画像を作り出す。送信情報と
受信情報との両方を使用して作り出される画像は通常、受信情報のみから成る画像よりも
優れている。
【０００６】
　超音波画像を生成するための１つのシステムは、フェーズドアレイ（位相配列）を利用
するものであり、このフェーズドアレイは、例えば、６４、１２８（又はその他任意の数
）の素子を含むものとすることができる。フェーズドアレイにおいては、各走査線のため
の波面を形成するために、そのアレイ素子（６４又は１２８）の全部を選択的に振動駆動
しなければならない。各走査ラインは、セクタ（扇形）フォーマットにおいて、トランス
デューサー面に対して固有の角度を有する。それゆえ、各レイ(ray)のジオメトリは、他
のレイのジオメトリから独立している。電子的焦点調節が、被写体にエネルギを伝達する
にも、標的から反射されたエネルギを受け取るためにも、必要とされる。フェーズドアレ
イは、通常、リニアなジオメトリを有するが、作り出される画像の形状は通常、曲面アレ
イによって作り出される画像に類似のセクタ（扇形状）である。
【０００７】
　合成処理の一部として、異なるビューに対応する画像データを、それらを組み合わせる
前に、再サンプリングするか、もししくは共通の座標セットに幾何学的にアラインメント
しなければならない。曲面アレイの場合、そのビームの対称性によって（即ち、それらは
等角度で離間している）この処理は単純化される。なぜなら、再サンプリングを行うため
に必要な表は、単純変換（simple translation）を除き、各ビームで同じであるからであ
る。一般に、フェーズドアレイの場合の空間合成は、そのビームが通常は均等間隔ではな
いので、はるかに複雑である。上述したように、各レイが固有のジオメトリを持っている
ので、各レイの再サンプリングもそのレイに固有である。このように、レイが対称性を欠
くことから、各ビームは記録（registration）のために固有の表を必要とする。従って、
異なるビューからの画像データを記録するために、多量の演算および／又は非常に大きな
テーブルが必要とされる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、空間合成演算を行うことを目的としてフェーズドアレイを曲面アレイのよう
に見せるシステムと方法とに関する。一実施例において、前記フェーズドアレイは、仮想
頂点と仮想曲率半径との両方を作り出すことによってそれがあたかも曲面アレイであるか
のように取り扱われる。この変換に基づき、標準的な空間合成再サンプリング表を曲面ア
レイに対してと同様に使用することが可能である。一実施例において、データを合成して
標的画像を形成した後、実際の表示の前に一部のデータを除去する。この除去されるデー
タは、前記フェーズドアレイの物理的スキンラインより手前の仮想によって生成されたデ



(5) JP 5452491 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

ータを表す。
【０００９】
　以上、下記の本発明についての詳細説明がより良く理解されるように本発明の特徴と技
術的利点についてかなり概略的に記載した。本発明の特許請求の範囲の課題を構成する本
発明のその他の特徴と利点について以下に記載する。尚、当業者は、ここに開示される概
念と具体的実施例を本発明の同じ目的を達成するためにその他の構成を改造、設計するた
めに容易に利用可能であることを理解するであろう。又、当業者は、そのような均等な構
成が添付の特許請求の範囲に記載の本発明の要旨、範囲から逸脱するものではない、とい
うことも理解するであろう。本発明を特徴付けると考えられる新規な特徴構成は、その構
成と作動方法との両方において、その他の課題及び利点と共に、添付の図面を参照して以
下の説明からより良く理解されるであろう。但し、これらの図面のそれぞれは、図示と記
載とのためのみで提供されるものであって、本発明の限定の定義として意図されるもので
はないことが銘記される。
【００１０】
　本発明のより完全な理解のために、以下、添付の図面を参照して以下の記載について言
及される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来技術による曲面アレイを利用した画像生成の作動原理の実施例の一略図であ
る。
【図２】本発明の一態様によるフェーズドアレイを利用する画像生成の作動原理の実施例
の一略図である。
【図３】仮想頂点を構築するための、ここに記載の概念を使用する方法の一実施例を示し
た図である。
【図４】ここに記載の概念を利用することが可能な超音波システムの一実施例を示した図
である。
【図５】ここに記載の概念を利用することが可能な超音波システムの一別実施例を示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、従来技術による曲面アレイを利用した画像生成の作動原理の実施例の一略図１
０を図示している。図１は、曲面アレイに沿って形成される空間合成ビームのための１つ
の方法を図示している。この技術は、周知であり、例えば、上記米国特許出願No. １１／
７４９，３１９に記載の概念を使用して、達成することが可能である。
【００１３】
　曲線アレイ１０２は、頂点１００と曲率半径１０１とを有する。頂点１００から出る非
ステアリング・レイ１１は、一実施例においてセラミックとすることができるアレイ表面
に対して鉛直である。このレイ（ray）（ビームともいう）を、Ｐ３５出願に記載されて
いるように、左にステアリングし（１１ＳＬ）、右にステアリング（１１ＳＲ）すること
によって、被写体のスキンライン１０３の下方の標的１１０等の標的をペイントする。こ
の三つのビーム（あるいは任意のその他の数）を、開口部（aperture）１０２に沿って任
意の場所に移動して空間合成のために取得する必要のある異なる視線方向（look directi
ons）を形成することができる。
【００１４】
　前記ビームは走査ヘッドの表面１０２に対して鉛直な何れの位置へと移動可能であり、
再サンプリング演算は、それらの位置の何れのビームに対して同じものとなる。そして、
これによって、ユーザに対する表示用の画素画像へのその後の変換のために、適切に形成
されたビームデータを再サンプリングするのに、記憶しておかなければならない情報の量
が最小化される。再サンプリング後は、様々にステアされたビームからのデータを組み合
わせ、走査変換して空間合成された画像を作り出すことができる。
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【００１５】
　図２は、本発明の一態様によるフェーズドアレイを利用する画像生成の作動原理の実施
例の一略図２０を示している。図示されているように、通常、１つのラインに沿ってアレ
ンジされた複数の素子を有する、走査ヘッド２０４等のフェーズドアレイの表面（走査ヘ
ッド）からのレイ（rays）を、あたかも、それらが頂点２００から出ているかのように数
学的に演算する。これにより、頂点２００は、仮想走査ヘッド２０２と仮想スキンライン
２０３とを備えた、仮想曲率半径２０１を有する仮想頂点になる。
【００１６】
　次に、曲面アレイによって行われるのと同じ概念（図１を参照して説明したもののよう
な）を利用して、仮想表面２０２に対して鉛直なビーム２１等のビームを構築することが
できる。このビーム２１を左にステアリング（２１ＳＬ）、右にステアリング（２１ＳＲ
）して、実際の走査ヘッド２０４からレンズの厚みだけずれている実スキンライン２０５
の下方の被写体内に位置する標的２１０の全部又は一部に焦点合わせすることができる。
尚、ビーム・ステアリング旋回点２０６と仮想曲率半径とは、ビーム形成に使用される仮
想セラミック２０２と必ずしも一致する必要はなく、又、仮想スキンラインは実スキンラ
インに対して必ずしも接する（tangent）必要はない。
【００１７】
　このように、異なる視線方向がフェーズドアレイ走査ヘッドの物理的セラミック構造に
拘束されないので、フェーズドアレイが、曲面アレイ用に作成された演算を活用する。フ
ェーズドアレイをこのように利用するために行わなければならない変更は、仮想頂点と半
径が使用されている間、超音波ビームが仮想スキンラインからではなく実スキンラインか
ら発せられるということを考慮に入れることである。従って、仮想スキンラインと実スキ
ンラインとの間の領域に対応して得られたデータは無意味であり、表示されない。仮想曲
線アレイ構造の対称性により、各ビーム固有の再サンプリング表の必要性が回避され、１
つの表が全てのビームに使用される。もしもこれがなければ、時間のかかる演算および／
又は非常に大型の表が必要となるであろう。
【００１８】
　レイ２１Ｕ，２１ＳＬ及び２１ＳＲは、システムが標的を撮像するために使用するレイ
である。上述したように、そのようなラインとして三つだけが図示されているが、任意の
数のレイを使用可能である。これらのレイは、ビームの中心を表すものであり、実スキン
ラインの下（被写体内）の各ビームの一部からもたらされるデータだけが、最終的な画像
表示のために使用される。但し、仮想データが除去される前に、様々なレイの合成のため
の演算が行われるので、演算は簡単で迅速であり、それによって、フェーズドアレイ等の
リニアアレイを、心臓撮像の用途等のように速く動いている標的のために使用することを
可能にする。
【００１９】
　図３は、フェーズドアレイ３０１の長さと所望の視野３０２が与えられた場合に、仮想
頂点３０３を構築する方法の一実施例３０を図示している。仮想頂点によって仮想曲率半
径が決まる。尚、後述するように、必要に応じて、１つ以上の仮想頂点を使用可能であり
、或いは、異なる必要性を満たすように仮想走査ヘッド特性を演算することも可能である
。
【００２０】
　処理３０４において、レイに沿って、被写体内の標的へとエネルギを送り、曲線アレイ
の場合のようにレイに沿って戻ってくるエネルギを受け取る。演算された仮想曲率半径を
曲線アレイの実曲率半径の代わりに使用する。
【００２１】
　処理３０５において、ステアリング及び非ステアリングビームデータを記録するのに必
要とされる表が全てのレイについて同じであるという事実を利用して、曲線アレイを用い
て行った場合と同様に、受け取ったレイに対して、空間合成のような合成を行う。
【００２２】
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　次に処理３０６において、例えば、実スキンラインより手前に得られたデータを捨てる
ことによって、仮想データを除去する。ここで、「スキンラインより手前に」とは、信号
がスキンラインに入る時にこの信号から来るデータよりも時間的に早く収集されるデータ
を意味する。曲線アレイを模倣するために、超音波ビームが走査ヘッドから出る前の時間
に対応するデータを記録する。これは、フェーズドアレイを曲線アレイのように見せかけ
るのに必要とされるが、前記データ（即ち、スキンラインより手前に収集されたデータ）
は有効ではなく、表示されるべきではない、ということを意味する。除去されるデータは
、タイミングや必然的にスキャンヘッドの向きに依存する。システムは、問題のジオメト
リからどのデータを破棄するべきかを認識している。これは、必要に応じて、表を検索す
ることで構成することができる。尚、破棄されるデータは、演算の目的のために保持され
るが（解かれる問題が曲線アレイの場合と同じになるように）、処理の最後に除去される
。
【００２３】
　処理３０７において残っている合成データを画素空間に変換する。次に、処理３０８に
おいて、これらの画素空間データを画像としてスクリーン又はその他の読み出し機構上に
表示する。
【００２４】
　動きの早い物体に対して、本願、及び上記で特定した特許出願の概念は、フェーズドア
レイを使用したクリアな画像の表示を非常に容易にする。一実施例において、使用される
送信レイの数は、従来の非合成フレームの場合と同じであるが、それらは、合成のために
二つ以上の異なるビューに分割される。このマルチ・ルックデータ収集は、空間合成の利
点を実現し、ライン密度をほとんど元の未合成フレームのものに効率的に戻し、それによ
って、そうでなければ、より少ない送信レイの使用から生じるであろうアンダー・サンプ
リングアーチファクトを回避する。
【００２５】
　図４は、本願に記載のコンセプトの実施の一実施例４０を図示している。コントローラ
４１は、ビーム形成機４２とアナログトランスミッタ／レシーバ４３との協働で、送信シ
ーケンスと、更にビームのためのステアリング角度を生成する。このコントローラ４１は
、例えば、各時間フレームの各レイのレイ角度調節又は縦座標位置制御を行う単数又は複
数のプロセッサから構成することができる。トランスミッタ／レシーバ４３の出力は、ト
ランスデューサーアレイ４４に送信信号を供給する。トランスデューサー４４は、画像を
形成するために使用される被写体から反射されたレイのシーケンスを受け取る。
【００２６】
　この例において、各時間区分されたフレームにおいて各ステアリング角度に対して１２
８のレイがある（レイは、三つのステアリングを使用する発射シーケンスの例において番
号付けされる）。各発射レイの帰還信号がアレイ４４によって受け取られ、アナログトラ
ンスミッタ／レシーバ４３を介して受信ビーム形成機４５へ通信される。この受信ビーム
形成機の出力は、デジタルサンプリングされると共にビーム形成されたレイになる。次に
、このレイがコンポーネント４６によってフィルタリングされる共に検出され、合成のた
めの合成エンジン４７に送られる。同様にステアリングされた複数レイの収集のそれぞれ
が、再サンプリング（アラインメント）され、合成エンジンによって共通のグリッドに走
査変換されると共にバッファリングされ、バッファメモリ４８に格納される。異なるステ
アリングからのデータを合成する（または組み合わせる）ために十分なデータが存在する
場合には、合成エンジンは、超音波データの定められたフレームに関するバッファメモリ
中の各共通サンプルの加重平均を演算する。次に、合成されたデータがディスプレイ４０
０のための処理のために、合成エンジンから走査コンバータ４９へと送られる。
【００２７】
　ここで使用した手順は、「関心領域」上にフォーカスすることができ、この関心領域の
一例はスクリーンの中央である。又、前記ルーピング（一連の処理）の例は一実施例であ
って、その他のループ順序、例えば、逆のループ順序や、追加のステアリング方向をカバ



(8) JP 5452491 B2 2014.3.26

10

20

ーするためにループの追加、も可能であることも銘記する。又、ここでの説明において、
ステアリング直線は必ずしも完全な直線である必要はなく、ある程度の歪み、例えば、約
５度の歪みをもってもかまわない。又、必要に応じて、「直線」と称されるレイを必ずし
も使用する必要はない。
【００２８】
　図５は、１つ以上の仮想頂点が形成される１つの別実施例３０を図示している。合成の
ための複数のステアリング角度の代わりに、或いは、それととともに、複数の仮想頂点を
使用することができる。即ち、異なる角度にレイをステアリングすること、及び異なる仮
想頂点のレイを使用することの一方又は双方によって、空間合成のための異なるビューを
得ることができる。従って、図示のように、仮想頂点５００は仮想セラミック５０２と仮
想スキンライン５０３を有する。仮想スキンライン５０３は被写体の実スキンライン２０
５に接していない。又、仮想セラミックス２０２と５０２は、必ずしも接触する必要はな
く、従って、レイ５１０と２１０は各仮想セラミックラインの共通点で交差する必要はな
い。
【００２９】
　尚、ここに記載の実施例は、記載したコンセプトの一例にすぎない。例えば、必要に応
じて、ビームの合成は、画素空間への走査変換の後に行ってもよい。又、別の視線（look
）方向に沿ってデータを収集して、それから視線を合成する前に、１つの視線方向に沿っ
て全フレームを収集することも可能である。
【００３０】
　以上、本発明とその利点について詳述したが、添付の特許請求の範囲に定義される本発
明の要旨及び範囲から逸脱することなく、種々の変更、置換及び改変を行うことが可能で
ある。更に、本出願の範囲は、本明細書に記載した処理、装置、製造方法、組成物、手段
、方法、及び工程の特定の実施例に限定されることを意図するものではない。当業者は、
本発明の開示から、ここに記載の対応実施例と実質的に同じ作用又は効果を達成する、既
存の又は今後開発される処理、機械、製造方法、組成物、手段、方法又は工程を本発明に
より利用することが可能であることを理解するであろう。従って、添付の特許請求の範囲
は、その範囲に、そのような処理、機械、製造方法、組成物、手段、方法又は工程を含む
ことを意図している。
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